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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）に基づく不動産取得税賦課処分に係る審査請求につ

いて、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。    

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分

庁」という。）が請求人に対し令和元年７月５日付けで行った別

紙物件目録記載の家屋（以下「本件建物」という。）の取得に係

る不動産取得税賦課処分（別紙処分目録記載のとおり。以下「本

件処分」という。）について、その取消し又は変更を求めるもの

と解される。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下のことから、本件処分の違法・不当を

主張しているものと解される。  

平成３０年１１月１９日に都税事務所の担当職員が請求人に告

げた税額である４００，０００円が、正しい税額であるから、こ

れと異なる金額を賦課した本件処分は、違法・不当である。  

したがって、納税額を訂正し、再発行することを求める。  

  

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の
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規定を適用し、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。     

    年  月  日  審  議  経  過  

令和  ２年  １月２７日  諮問  

令和  ２年  ３月１６日  審議（第４３回第１部会）  

令和  ２年  ３月３０日  処分庁へ調査照会  

令和  ２年  ４月２７日  処分庁から回答を収受  

令和  ２年  ６月２３日  審議（第４４回第１部会）  

令和  ２年  ７月  ３日  処分庁へ調査照会  

令和  ２年  ７月２０日  処分庁から回答を収受  

令和  ２年  ７月２７日  審議（第４５回第１部会）  

令和  ２年  ８月２４日  審議（第４６回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

  審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

法１０条の２第１項によれば、共同行為に対する地方団体の徴

収金は、納税者が連帯して納付する義務を負うとされている。  

したがって、２人以上共同して不動産を取得した者は、当該不

動産の取得に係る不動産取得税について、各自が連帯して納付す

る義務を負う（地方財務研究会編「地方税法総則逐条解説」（平

成２５年）１２７頁参照）。  

⑴  法７３条の１３第１項によれば、不動産取得税の課税標準は、

不動産を取得した時における不動産の価格とされ、この価格と

は、適正な時価をいうとされている（法７３条５号）。  
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⑵  法７３条の２１第１項によれば、道府県知事（法１条２項に

より「都知事」と読み替える。なお、東京都都税条例４条の３

に よ り 、 都 知 事 の 権 限 は 、 本 件 で は 処 分 庁 に 委 任 さ れ て い

る。）は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されてい

る不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産

取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとされ、同条

２項によれば、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録され

ていない不動産については、本件評価基準によって、当該不動

産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するも

のとされている。  

⑶  非木造家屋の評価方法について  

ア  本件評価基準において、家屋の評価は、木造家屋及び木造

家屋以外の家屋（非木造家屋）の区分に従い、各個の家屋に

ついて評点数を付設し、当該評点数に評点一点当たりの価額

を乗じて各個の家屋の価額を求める方法によるものとされ、

各個の家屋の評点数については、再建築費評点数を基礎とす

る再建築価格方式が採用されている（本件評価基準第２章・

第１節・一及び二）。  

そして、本件評価基準が採用している再建築価格方式とは、

評価の対象となる家屋と同一のものを、評価の時点において

その場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費

（再建築費）を求め、これに建築時からの経過年数に応じた

減点補正等を行うことによって、その家屋の評価額を求める

方法であり、建物を現実に新築した際の特殊事情に左右され

ることなく、適正な時価を算出する最も妥当な方法であると

されている（京都地方裁判所昭和５０年１２月１２日判決

（判例タイムズ３３８号３１５頁参照））。  

イ  また、本件評価基準において、非木造家屋の評点数の算出

方法については、その状況に応じ、部分別による再建築費評
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点数の算出方法又は比準による再建築費評点数の算出方法の

いずれかにより、再建築費評点数を求めるものとされている

（本件評価基準第２章・第３節・一・２）。  

ウ  そして、東京都の場合、東京都特別区に存する地域におけ

る本件評価基準による固定資産（家屋）の評価に当たっては、

本件評価要領が定められ、具体的な評価が行われている。  

   エ  本件評価要領によれば、比準評価は、本件評価要領の別表

「家屋単位当たり再建築費評点比準表」（以下「比準表」と

いう。）において、特別区に所在する家屋の実態に応じ、構

造、用途、程度等の区分により選定された標準とすべき家屋

（以下「標準家屋」という。）と同一の構造、用途、程度等

の区分に属するもの（以下「比準家屋」という。）に対して

行い、床面積が１，０００㎡を超えるもの及び比準評価によ

ることが不適当と認められる家屋を除き、比準評価によるこ

ととされている（本件評価要領第２章・第２節・第４・１な

いし３）。  

     このうち、比準評価によることが不適当と認められる家屋

とは、非木造家屋においては評点基準表及び主要構造部の組

み合わせが標準家屋と異なる家屋、標準家屋とは異なる部分

が多く比準することが困難な家屋、専有部分の天井の高さ、

附帯設備の程度等に著しい差違のある家屋等をいうとされて

いる（本件評価要領第２章・第２節・第４・３）。  

   オ  次に、比準家屋に係る再建築評点数は、当該比準家屋と適

用すべき標準家屋の各部分別の使用資材、施工量等の相違を

考慮し、当該標準家屋の単位当たり再建築費評点数に比準し

て求めることとされており、この場合、当該比準家屋と適用

すべき標準家屋との相違のうち、総合補正係数及び加算評点

数の補正を行うことによって評価の適正が確保されるものに

ついては、単位当たり再建築費評点数の補正を行うものとさ
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れている（本件評価要領第２章・第２節・第４・４）。  

     そして、本件建物が該当する非木造家屋においては、当該

比準家屋と適用すべき標準家屋との相違のうち、総合補正係

数（標準家屋と比準家屋との各部分別区分の使用資材、施工

量及び施工の程度等の相違を総合的に考慮して一棟全体に対

して「１．１０～０．９０」の範囲内で、０．０５単位の数

値を基本として適用し、標準家屋の再建築費評点数に乗ずる

係数）及び加算評点数（標準家屋に施工されていない建築設

備が比準家屋に施工されている場合に行う評点数の加算）に

より補正を行うことによって評価の適正が確保されるものに

ついては、単位当たり再建築費評点数の補正を行うことによ

り比準評価を行うこととされている（本件評価要領第２章・

第２節・第４・４・⑵）。  

カ  また、平成３０基準年度における評点１点当たりの価額は、

「１円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率」

により得た額を基礎として市町村が定めるものとされており

（本件評価基準第２章・第４節・二）、東京都では、特別区

内における平成３０年度から平成３２年度までの各年度にお

け る 非 木 造 家 屋 （ 木 造 及 び 軽 量 鉄 骨 造 の 簡 易 附 属 家 を 除

く。）の評点１点当たりの価額については、１．１０円と定

めている（「平成３０基準年度における家屋の評点一点当た

りの価額について（通知）」平成３０年２月２７日付２９主

資評第４９４号主税局長通知）。  

２  本件建物の評価について  

 これを本件についてみると、処分庁は、本件建物が新築された

非木造家屋であり、新築時点（平成３０年６月２３日）において、

固定資産課税台帳に価格が登録されていなかったため、上記１の

法令等の規定に基づき、本件評価基準で定める再建築価格方式に

よって、本件建物の価格を決定した上で、本件処分を行ったもの
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と認められる。  

 次に、本件処分について、本件建物に係る本件評価基準等の適

用が誤っていないかどうか、以下検討する。  

⑴  処分庁は、本件建物（比準家屋）が非木造（軽量鉄骨造）３

階建ての共同住宅（延床面積１９９．５３㎡）であって、その

構造及び用途から見て、比準表の標準家屋のうち、非木造用の

「住宅、アパート用建物」（鉄筋コンクリート造）（標準家屋

番号９８ないし１３３）の中から、本件建物の再建築費の評点

算定に係る標準家屋を選択すべきであると判断し、本件建物の

主要構造部、階層、外壁、一戸当たりの面積、建築設備の個数

及び間取り等を総合的に考慮し、標準家屋番号「１２９」の標

準家屋（「住宅、アパート用建物」（軽量鉄骨造）３階建、延

床面積２９７．０４㎡、単位当たり再建築評点数１０７，１０

０ 点 （ １ ０ ０ 点 未 満 切 捨 て ） 。 以 下 「 本 件 標 準 家 屋 」 と い

う。）を本件建物の再建築費の評点算定に係る標準家屋とした

ことが認められ、そこに、格別、不合理な点は認められない。  

⑵  そして、処分庁は、本件建物と本件標準家屋とを比較し、一

戸当たりの床面積が小さいため、１㎡当たりの設備の負担が大

きく、また、バルコニーが広いと認められたことから、補正係

数を１．０５とし、本件建物の単位当たり再建築費評点数を１

１２，４００点（１０７，１００点×１．０５。１００点未満切

捨て）と算出したことが認められる。  

さらに、処分庁は、この１１２，４００点に、本件建物の床

面積と非木造家屋の評点一点当たりの価額（１．１０）を乗じ

て、本件建物の価格を２４，６６９，８００円（１１２，４０

０点×１９９．５３㎡×１．１０。１００円未満切捨て）を求め、

これを基に本件建物の課税標準額（２４，６６９，０００円。

１，０００円未満切捨て）及び税額（課税標準額に対し、法附

則１１条の２第１項、東京都都税条例（昭和２５年条例第５６
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号）附則５条の３により、税率１００分の３を乗じた額）を算

出した上で、本件処分を行っていることが認められる。  

⑶  以上によれば、本件処分は、上記１の法令等の規定に基づき、

適正になされており、違算も認められないことから、違法又は

不当な点を認めることはできない。  

３  請求人は、都税事務所の担当職員から、本件不動産取得税の概

算額が４００，０００円であると聞いたため、これと異なる金額

を賦課した本件処分は違法、不当である旨主張する。  

このことにつき、当審査会において、行政不服審査法７４条に

基づく調査を行った結果、処分庁から、平成３０年１１月１９日

に都税事務所の担当職員が請求人に本件不動産取得税の概算額を

伝えた際のメモを記した家屋調査票の写しの提出があった。当該

メモの記載によれば、担当職員が本件不動産取得税の概算額とし

て請求人に伝えた金額は、７８万円程度であったと認定するのが

妥当である。本件処分が違法、不当でないことは上記２のとおり

であるから、請求人の主張には理由がないといわざるを得ない。  

 ４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性

や法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれ

も適正に行われているものと判断する。  

  よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

 別紙（略）  


